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＜当面の日程 2018＞     

「指導のつもりでパワハラするつもりは

なかった」は通用しない！ 

都立病院の地方独立行政法人化反対 都立病院を充実し日本の医療の転換を！ 

お話し ①「都立病院の400億の赤字は本当？」 ②「独法化で経営改善になるの？」 

 会場：文京シビックセンターシルバーホール（4階北側 シルバーセンター内） 

緊急集会！12月5日（水）18:30～ 

 最近パワハラ相談が増えています。最近の相談で特徴的なのは、加害者が「部下のために厳しく

指導した」とパワハラを否定するケースが多い事です。「良かれと思って厳しく指導しただけ」と

加害者がハラスメントするつもりはなかったという場合、ハラスメントは成立しないのでしょう

か？ 

 結論から言うと、厳しい指導でパワハラをするつもりはなかったとしてもパワハラは成立しま

す。被害を受けた個人が、加害者により人格や尊厳を侵害された、つまり傷つけられたと感じた場

合。そして労働条件が劣悪化、例えば指導だからと言って超過勤務手当を支払わず時間外に指導を

行う、させた場合は、加害者にパワハラの意図がなくてもパワハラが成立します。 

 そもそも、加害者のパワハラの意図がパワハラ成立の要件だとすると。つまりパワハラする意図

がなければパワハラが成立しないのであれば、パワハラの成立要件を加害者が握ることになりま

す。こんなおかしな話はありません。 

 病院支部では、すべての職場からパワハラ

をなくすために取り組んでいます。もしあな

たが「パワハラなんじゃないか」と悩んでい

るなら病院支部に相談してください、具体性

のない厳しいだけの指導は、パワハラである

ことが多いのです。 

 指導を受けるたびに自分がすり減っていく

ような気がするときは、パワハラを疑いま

しょう。 
パワハラには長時間労働がつきもの！ 


